
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１０月２８日 １０時０５分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市静
しず

浦
うら

漁港西方沖 

 静浦漁港口
くち

野
の

灯標から真方位２８２°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０２.８′ 東経１３８°５３.１′） 

事故の概要 漁船西
にし

丸は、西進中、また、プレジャーボートWINNER
ウ ィ ナ ー

は、錨泊中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１０月３１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 西丸、８.５トン 

   ＳＯ２－５２０１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート WINNER、５トン未満（長さ７.７６ｍ） 

   ２３５－３８５６４静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂、操舵室のフロントガラスに破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、静浦漁港西方沖を手動操舵によ

り西進中、船長Ａが、操舵室で立って操船に当たり、前部甲板に置い

ていたブイによって船首方に死角が生じた状態で航行を続けていたと

ころ、至近に迫ったＢ船の存在に気付いたものの何もできず、Ｂ船と

衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｂ」

という。）を乗せ、船首を東方に向けて錨泊中、船長Ｂが右舷船首方

から接近して来るＡ船を認めたが、いずれＡ船が避けてくれるものと

思っていたところ、Ａ船が変針せずに接近して来たので、同乗者Ｂと

共に手を振って大声を上げたものの、Ａ船と衝突した。 

分析 Ａ船は、西進中、船長Ａが、船首を左右に振るなどして船首方の死

角を補う見張りを行っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ船に

気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認めたものの、Ａ船が

避けるものと思い、衝突を避けるための措置を採るのが遅れたことか



 

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が西進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが船首を左右に振

るなどして死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Ｂが衝突を

避けるための措置を採るのが遅れたため、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に死角が生じる場合、船首を左右に振るなどして死角を補

う見張りを行うこと。 

・錨泊中においても、接近する他船の動向に注意し、衝突のおそれ

がある場合には、適切な時機に音響信号を行うとともに、必要に

応じて機関を始動して移動すること。  


